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    日本介護ベンチャーコンサルティンググループ
会社概要 

。

2000年3月、立命館大学卒業後、株式会社ベンチャーリンク入社。飲食業のコンサルティング、事業
再生等を手がける。その後メディカル・ケア･サービス株式会社の全国展開開始とあわせて2003年5
月に同社入社。「愛の家」ブランドでグループホームを全国に展開。自らグループホーム事業の立ち
上げを行い、現在の運営管理体制、営業スキームを構築し、ビジネスモデルを確立。2005年8月、
取締役運営事業本部長に就任。2006年8月名証セントレックスに上場。2010年5月、株式会社日本

介護福祉グループへ入社。「茶話本舗」ブランドで小規模デイサービスをフランチャイズ展開。取締
役経営企画室長に就任、同年7月、取締役副社長に就任。同年10月には、一般社団法人日本介護
ベンチャー協会を設立し、代表理事に就任。平成２５年８月株式会社日本介護ベンチャーコンサル
ティンググループを設立、代表に就任。

株式会社日本介護ベンチャーコンサルティンググループの会社概要

社名

本店

代表者

設立

事業内容

株式会社 日本介護ベンチャーコンサルティンググループ

東京都港区虎ノ門1丁目13-4 虎ノ門宝寿会館7階

斉藤正行

平成25年8月

・介護事業コンサルティング業務・会員サービス・セミナー、研修事業
・海外におけるシニア事業展開の支援
・介護事業所運営 ・介護フランチャイズ事業
・介護サービスの仲介事業、販売事業・その他
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 介護事業者は2025年を目安に 
  パラダイムシフトが必須！！ 
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介護を取り巻く環境と 
今後の介護保険制度改正の方向性 
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① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。  
  また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。  

2010年 2015年 2025年 2055年 

65歳以上高齢者人口（割合） 2,948万人（23.0%） 3,395万人（26.8%） 3,657万人（30.3%） 3,626万人（39.4%） 

75歳以上高齢者人口（割合） 1,419万人（11.1%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%） 

② 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく。 

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況 

 は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。                         ※都道府県名欄の（ ）内の数字は倍率の順位 

（1,000世帯） 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計 

 

埼玉県(1) 千葉県(2) 神奈川県(3) 愛知県(4) 大阪府(5) ～ 東京都(11) ～ 鹿児島県(45) 秋田県(46) 山形県(47) 全国 

2015年 
＜＞は割合 

76.5万人 
＜10.6%＞ 

71.7万人 
＜11.6%＞ 

101.6万人 
＜11.1%＞ 

81.7万人 
＜10.9%＞ 

107.0万人 
＜12.1%＞ 

147.3万人 
＜11.0%＞ 

26.7万人 
＜16.2%＞ 

18.8万人 
＜18.4%＞ 

19.0万人 
＜17.0%＞ 

1645.8万人 
＜13.0%＞ 

2025年 
＜＞は割合 
（ ）は倍率 

117.7万人 
＜16.8％＞ 
（1.54倍） 

108.2万人 
＜18.1%＞
（1.51倍） 

148.5万人 
＜16.5%＞ 
（1.46倍） 

116.6万人 
＜15.9%＞ 
（1.43倍） 

152.8万人 
＜18.2%＞ 
（1.43倍） 

197.7万人 
＜15.0%＞ 
（1.34倍） 

29.5万人 
＜19.4%＞ 
（1.10倍） 

20.5万人 
＜23.0%＞ 
（1.09倍） 

20.7万人 
＜20.6%＞ 
（1.09倍） 

2178.6万人 
＜18.1%＞ 
（1.32倍） 

（％） 
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2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 

世帯主が65歳以上の単独世帯数 

世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数 

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく  

今後の介護保険をとりまく状況 
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国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成25（2013））年1月推計）」より作成 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成25（2013））年1月推計）」より作成 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成 



○75歳以上人口は、多くの都道府県で2025 年頃までは急速に上昇するが、その後の上昇は緩やかで、  
  2030 年頃をピークに減少する。 
     ※2030年、2035年、2040年でみた場合、2030年にピークを迎えるのが34道府県、2035年にピークを迎えるのが9県 
      ※沖縄県、東京都、神奈川県、滋賀県では、2040年に向けてさらに上昇 

 
○2015年から10年間の伸びの全国計は、1.32倍であるが、埼玉県、千葉県では、1.5倍を超える一方、 
 山形県、秋田県では、1.1倍を下回るなど、地域間で大きな差がある。 

７５歳以上人口の将来推計（平成２７年の人口を１００としたときの指数） 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成 

全国 

沖縄県（2040年に向けて上昇） 

埼玉県（2025年の指数が 

      全国で最も高い） 

東京都（2040年に向けて上昇） 

山形県（2025年の指数が 

     全国で最も低い） 

島根県（2035年以降の指数 

      が全国で最も低い） 

    ６期介護保険事業計画の始まる２０１５年から2 0 2 5年までの各地域の高齢化 
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高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため
、介護、医療、生活支援、介護予防を充実。 

低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限
り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。 

2015年4月の介護保険制度の改正の主な内容について 

②費用負担の公平化 ①地域包括ケアシステムの構築 

 

 

○地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築に向けた地域支援事業の充実  
 
 
 
 
 
 
     * 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の定期

巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進 
    * 介護職員の処遇改善は、27年度介護報酬改定で検討 

 

   

サービスの充実  

○低所得者の保険料の軽減割合を拡大 

  ・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険
料の軽減割合を拡大（※軽減例・対象は完全実施時のイメージ） 

 

  

低所得者の保険料軽減を拡充 

 

①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が
取り組む地域支援事業に移行し、多様化  

 

 

 

 
 

重点化・効率化 

 

 

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ 
 ・ ２割負担とする所得水準は、65歳以上高齢者の上位20％に該当 

   する合計所得金額160万円以上（単身で年金収入のみの場合、 

   280万円以上）。ただし、月額上限があるため、見直し対象の全員 

   の負担が2倍になるわけではない。 

・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円か

ら 44,400円に引上げ        
②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足
給付」の要件に資産などを追加 

  ・預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外 

  ・世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外 

  ・給付額の決定に当たり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を収 

入として勘案    *不動産を勘案することは、引き続きの検討課題 

重点化・効率化 

○ このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、 「居宅
介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施 

* 段階的に移行（～２９年度） 

* 介護保険制度内でのサービス提供であり、財源構成も変わらない。 

* 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、NPO
、 民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様なサービス
の提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施可能。 

②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３ 
 以上に重点化（既入所者は除く） 
  * 要介護１・２でも一定の場合には入所可能 

 

* 保険料見通し： 現在5,000円程度→2025年度8,200円程度 

* 軽減例： 年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大 

* 軽減対象： 市町村民税非課税世帯（65歳以上の約３割）  

①在宅医療・介護連携の推進 

②認知症施策の推進 

③地域ケア会議の推進 

④生活支援サービスの充実・強化 
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介護予防と新しい総合事業 
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 介護予防の推進 
 
○ 介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目的と          
して行うものである。 

○ 生活機能（※）の低下した高齢者に対しては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」
のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要であり、単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身
機能の改善だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって一人
ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援して、QOLの向上を目指すものである。 

 

○ 機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環境の調整や、地域の中に生きがい・役割
をもって生活できるような居場所と出番づくり等、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのと
れたアプローチが重要であり、地域においてリハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推
進し、要介護状態になっても、生きがい・役割を持って生活できる地域の実現を目指す。 

○ 高齢者を生活支援サービスの担い手であると捉えることにより、支援を必要とする高齢者の多様な生活支援ニ
ーズに応えるとともに、担い手にとっても地域の中で新たな社会的役割を有することにより、結果として介護予防
にもつながるという相乗効果をもたらす。 

○ 住民自身が運営する体操の集いなどの活動を地域に展開し、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場
が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。 

○ このような介護予防を推進するためには、地域の実情をよく把握し、かつ、地域づくりの中心である市町村が主
体的に取り組むことが不可欠である。 

  
○ 介護予防の手法が、心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちであった。 
○ 介護予防終了後の活動的な状態を維持するための多様な通いの場を創出することが必ずしも十分でなかった。 

○ 介護予防の利用者の多くは、機能回復を中心とした訓練の継続こそが有効だと理解し、また、介護予防の提供
者も、「活動」や「参加」に焦点をあててこなかったのではないか。 

介護予防の理念 

これまでの介護予防の問題点 

これからの介護予防の考え方 

※「生活機能」・・・ICFでは、人が生きていくための機能全体を「生活機能」としてとらえ、①体の働きや精神の働きである「心身機能」、②ADL・家事・職業能力や 
               屋外歩行といった生活行為全般である「活動」、③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」の３つの要素から構成される 
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【財源構成】 
 

国 25% 
 

都道府県  
 12.5% 
 

市町村  
 12.5% 
 

1号保険料  
 21% 
 

2号保険料  
 29% 

 

 
 

【財源構成】 
 

国 39.5% 
 

都道府県  
 19.75% 
 

市町村   
 19.75% 
 

1号保険料   
 21% 

 

介護予防給付 
 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 
○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 
○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 

   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

○ 認知症施策の推進 
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援サービスの体制整備 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

介護予防給付（要支援1～２） 

充
実 

現行と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５） 

＜現行＞ ＜見直し後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

新しい地域支援事業の全体像 
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基準 現行の通所介護相当 多様なサービス 

サービス 
種別 

① 通所介護 ② 通所型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

③ 通所型サービスＢ 
（住民主体による支援） 

④ 通所型サービスＣ 
（短期集中予防サービス） 

サービス 
内容 

通所介護と同様のサービス 
生活機能の向上のための機能訓練 

ミニデイサービス    
運動・レクリエーション 等 

体操、運動等の活動など、
自主的な通いの場 

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養改
善等のプログラム 

対象者と 
サービス提
供の考え
方 

○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継
続が必要なケース 
○「多様なサービス」の利用が難しいケース 
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うこと
で改善・維持が見込まれるケース 
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していく
ことが重要。 

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多
様なサービス」の利用を促進 

・ADLやIADLの改善に向けた
支援が必要なケース 等 
 
※3～6ケ月の短期間で実施 

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託 

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 
個人情報の保護等の 
最低限の基準 

内容に応じた独自の基準 

サービス 
提供者
（例） 

通所介護事業者の従事者 
主に雇用労働者 

＋ボランティア 
ボランティア主体 

保健・医療の専門職 
（市町村） 

②通所型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健
・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。 

③その他の生活支援サービス 

○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪
問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービスの一
体的提供等）からなる。 14 



新しい総合事業の実施予定 

実施予定時期 保険者数 
（全国1,579） 

平成２７年度中 １１４ 

平成２８年度中 ２７７ 

平成２９年度４月 １，０６９ 

15 

H27.1.26時点（厚労省調査） 
 

※ 平成２７年度中実施予定のうち平成２７年４月から実施予定の保険者は７８ 

※ 実施時期未定・検討中の保険者は１１９ 
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経済財政運営と改革 
    の基本方針２０１５ 

（骨太方針２０１５） 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を

 



◆社会保障改革 
安倍内閣のこれまでの3年間の経済再生や改革の成果と合わせ社会保
障関係費の実質的な増加が高齢化による増加分に相当する伸び（1.5兆
円程度）となっていること、経済・物価同行等を踏まえ、その基調を2018年
度（平成30年度）まで継続していくことを目安とし、効率化、予防等や制度
改革に取り組む。 

★年間5000億の削減。介護報酬2％削減相当（老施協調べ） 

公的保険給付の範囲や内容について検討し
た上で適正化し、保険料負担の上昇等を抑
制する。このため、次期介護保険制度改革に
向けて、軽度者に対する生活援助サービス・
福祉用具貸与等やその他の給付について、
給付の見直しや地域事業への移行を含め検
討を行なう。 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を

 



2015年10月9日 

財務省 財政制度等審議会 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を
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経済財政運営と改革 
    の基本方針２０１６ 

（骨太方針２０１６） 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を

 



５．主要分野ごとの改革の取り組み 
（１）社会保障 ①基本的な考え方 

社会保障分野においては、世界に冠たる国民 

皆保険・皆年金を維持し、これを次世代に引き 

渡すことを目指し、「経済・財政再生計画」に掲 

げられた医療・介護提供体制の適正化、インセ 

ンティブ改革、公的サービスの産業化、負担能 

力に応じた公平な負担、給付の適正化、薬価・ 

調剤等の診療報酬及び医薬品等に係る改革、 

年金、生活保護等に係る４４の改革項目につい 

て、改革工程表に沿って着実に改革を実行して 

いく。 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を
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経済財政再生計画 
    改革工程表 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を
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2016年7月20日 

社会保障審議会  

介護保険部会 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を
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2016年10月4日 

財務省 財政制度等審議会 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を
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2016年10月12日 

社会保障審議会  

介護保険部会 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を
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2016年11月10日 

第2回未来投資会議 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を

 



未来投資会議 
「未来への投資」の拡大に向けた成長戦略と構
造改革の加速化を図るため、産業競争力会議
及び未来投資に向けた官民対話を発展的に統
合した成長戦略の司令塔として開催する。 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を

 

11月10日安倍総理談話 

「『2025年問題』に間に合うように『予防・健康管
理』と『自立支援』に軸足を置いた新しい医療・
介護システムを2020年までに本格稼働させてい
きます。介護でも、パラダイムシフトを起こしま
す。 



【介護】 
✔要介護度の改善・自立支援が具体的な制度
（例：介護報酬）に一部ビルドインされているに
留まっており、全国で広く自立支援介護が行わ
れているという状況ではない。 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を

 

✔介護分野の人材不足が深刻化しているが、
報酬制度や人員配置基準も、ICTや介護ロボット
等の活用をほとんど想定しておらず、ICT・介護
ロボット等を活用した現場負担の軽減・効率化
が十分には進んでいない。 
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通所介護事業者のとるべき戦略 
 

『短期施策』と『中長期戦略』 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を
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１．稼働率を向上させるための営業強化（客数増） 

制度改正への当面の対応策（短期施策） 

２．加算算定の検討と自費サービスの検討（客単価増） 

３．サービス品質を下げない徹底したコストコントロール 

４．制度改正に対するオペレーションの見直し 

５．ケアマネ・家族・スタッフへの対応方法の周知徹底 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を

 

現行制度化での収益最大化を推進 
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ナンバーワン戦略 or オンリーワン（地域一番店）戦略 

明確な中長期戦略が不可欠 

多角化戦略 or 単一事業特化戦略 

中重度へ特化した介護保険事業展 or  
            軽度者サービスを入口とし多角化戦略 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を
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『中重度化』『介護保険外サービス』 
 

具体的なモデル事例紹介 

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を

 



49 

『中重度化対策』   

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を
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２．医療ケアへの対応強化（設備・職員体制・教育・医療連携） 

中 重 度 シ フ ト へ の ポ イ ン ト 

３．認知症ケアへの対応強化（施設環境・職員教育・地域連携） 

４．リハビリテーションへの対応強化（設備・職員体制・教育） 

５．リスクマネジメント体制の強化 

１．中重度ケア方針の確立とレスパイトケアの充実 介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を
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『地域包括ケアシステム構築に向けた 
 公的介護保険外サービスの参考事例集』 
（厚生労働省・経済産業省・農林水産省） 
 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/guidebook-zentai.pdf 

        

介
護
に
誇
り
と
、
憧
れ
を

 


